
【令和８年度 君津市危険ブロック塀等除却事業補助金 手続の流れ】

事 前 相 談対象物件調査・判断

危険ブロック塀等に該当 除却工事施工業者の選定

君津市 建築課 申 請 者 施 工 業 者

見積書及び図面等の作成

補助金交付決定通知
【 別記第２号様式】

補助金交付決定（却下）
通知書受理

施工業者と契約
契約書の受理

除却工事 実施・完了

支払い・領収書の受理 代金受領・領収書発行

実 績 報 告
【 別記第６号様式】

補助金確定通知
【別記第７号様式 】

補助金確定通知書受理

補 助 金 交 付 請 求
【 別記第８号様式】

補助金の交付 補 助 金 受 領

補助金交付申請
【 別記第１号様式】

受 付・審 査

申請者と契約
契約書発行

受 付・審 査

受 付・確 認
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除却工事施工業者の選定、
問い合わせ及び見積書の作成は、
ご申請者様が自らで依頼を
してください。

塀に付属する門柱・門扉・フェンス
等は対象ではありませんので、見積
上分けるように依頼をしてください。

工事完了後３０日以内または
令和９年２月２６日のいずれか早い
日までに報告書を提出してください。

必ず、除却工事の契約及び除却工事
を行う前に申請してください。
（工事着工後の申請は受付できません）
申請の期限は令和８年１２月２８日
までとなります。

実績報告時に
「契約書の写し」と
「領収書の写し」が必要となります。


